
 

 

稲沢市ホタル保護条例施行規則  

（趣旨）  

第１条  この規則は、稲沢市ホタル保護条例 (令和２年稲沢市条例第   

６６号。以下「条例」という。 )の施行に関し、必要な事項を定める

ものとする。  

 （保護区域等の告示）  

第２条  条例第５条第３項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる

とおりとする。  

 ⑴  指定する保護区域の範囲  

 ⑵  指定の効力が生じる日  

２  条例第５条第４項において準用する同条第３項に規定する規則で定

める事項は、次に掲げるとおりとする。  

 ⑴  指定を変更し、又は解除する保護区域の範囲  

 ⑵  指定の変更又は解除の効力が生じる日  

（工事の届出の手続）  

第３条  条例第６条第１項に規定する規則で定める届出は、当該届出に

係る工事に着手する日の６０日前までに保護区域内工事届出書（別記

様式）に、次に掲げる書類等を添付して行わなければならない。  

⑴  位置図  

⑵  現況写真（カラー）  

⑶  計画平面図  

⑷  事業計画書  

⑸   工事を行うため必要な許可書等がある場合はその写し  



 

 

⑹  前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの  

（補則）  

第４条  この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め

る。  

付  則  

この規則は、令和２年１１月１日から施行する。  


